
 
 

令 和 ８ 年 ７ 月 １ 日 
 
 
 

治山林道課長 
 

令和 8 年７月高知県森林整備保全事業に係る積算基準の改正について（通知） 
 
 このことについて、林野庁において、令和８年 4 月に森林整備保全事業標準歩掛等が一部改 
正されました。つきましては、本県の森林整備保全事業に係る積算基準についても、下記のと 
おり改正内容の一部を適用することとしましたので通知します。 
 

記 
  
 
１ 適用する改正通知一覧 

・ 森林整備保全事業積算要領 
・ 森林整備保全事業標準歩掛 
・ 森林整備保全事業施工パッケージ型積算方式試行実施要領 
・ 森林整備保全事業の調査、測量、設計及び計画業務に係る積算要領の制定について 
・ 森林整備保全事業工事標準仕様書 
・ 森林整備保全事業建設機械経費積算要領の制定について 
・ 森林整備保全事業発注者支援業務委託実施要領 
 

 
２ 適用除外 
  別紙の適用歩掛による機械経費にかかる機種・規格 
  ※別紙の適用歩掛以外に、上記の機種・規格を使用する歩掛も含む。 

※令和８年８月 1 日を改正とする。 
 
３ 他留意点 
   積算にあたっては治山林道事業留意事項及びその他積算に関する通知など各積算基準 

を参照すること。 
 

４ 適用年月日 
  令和８年 7 月１日以降の設計積算に係るものから適用とする。 



 
別紙 
 

※上記の適用歩掛以外に、この機種・規格を使用する歩掛も含む。

 適用歩掛 機種 規格
 ﾌﾞﾙﾄﾞ-ｻﾞ敷均し(3t 級) 

ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ運転(3t 級)敷均し
ブルドーザ；［普通］ 排出ガス対策型 

(第１次基準値)3t 級
 ﾌﾞﾙﾄﾞ-ｻﾞ掘削押土 

ﾌﾞﾙﾄﾞ-ｻﾞかき均し 
ﾌﾞﾙﾄﾞ-ｻﾞ敷均し 
ﾌﾞﾙﾄﾞ-ｻﾞ締固め 
ﾌﾞﾙﾄﾞ-ｻﾞ敷均し締固め 
ﾌﾞﾙﾄﾞ-ｻﾞ掘削押土(山地治山 A) 
ﾌﾞﾙﾄﾞ-ｻﾞ掘削押土(山地治山 B) 
ﾌﾞﾙﾄﾞ-ｻﾞ掘削押土敷均(山地治山 A) 
ﾌﾞﾙﾄﾞ-ｻﾞ掘削押土敷均(山地治山 B)

ブルドーザ；［普通］ 排出ガス対策型 
(第１次基準値)11t 級 
 
排出ガス対策型 
(第１次基準値)15t 級

 路盤工ﾌﾞﾙﾄﾞ-ｻﾞ敷均し(11t 級) ブルドーザ；［普通］ 排出ガス対策型 
(第１次基準値)11t 級

 ﾘｯﾊﾟ掘削押土 ブルドーザ；［ﾘｯﾊﾟ装置付］ 排出ガス対策型 
(第１次基準値)18t 級

 かご工 A バックホウ；［クローラ型］ 標準型・排出ガス対策型 
(第３次基準値) 
山積 0.5m3(平積 0.4m3)

 ﾛ-ﾀﾞ掘削積込 ホイールローダ 
(トラクタショベル)； 
［普通］

排出ガス対策型 
(第１次基準値) 
山積 1.9～2.1 ㎥


